
テンポラリークラウンについて事例❷ 歯科

【告示　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号】

別表第二
　歯科診療報酬点数表
　　第2章　特掲診療料

第12部　歯冠修復及び欠損補綴
第1節　歯冠修復及び欠損補綴料
M003-2　テンポラリークラウン（1歯につき）　34点
注1　テンポラリークラウンは、前歯部におい
て、区分番号M001に掲げる歯冠形成のう
ち、レジン前装金属冠若しくは硬質レジン

ジャケット冠に係る費用を算定した歯又
はレジン前装金属冠若しくは硬質レジン
ジャケット冠の歯冠形成を行うことを予
定している歯について、当該歯に係る処
置等を開始した日から当該補綴物を装着
するまでの期間において、1歯につき1回
に限り算定する。

注2　（略）

　本事例については、傷病名部位に前歯がなくテンポラリークラウンが算定されています。
　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号に、「テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001
に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠若しくは硬質レジンジャケット冠に係る費用を算定した歯又はレ
ジン前装金属冠若しくは硬質レジンジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に
係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。」と
示されていますので、ご留意ください。
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